
 1 

令和2年度（第1回）彦根市子ども・若者会議 

 

令和2年11月2日(金) 午後1時30分～午後2時50分  

彦根市障害者福祉センター 多目的室  

 

 

1 子ども未来部長あいさつ 

 

2 委員紹介 

 

3 議事 

（1）彦根市子ども・若者会議の概要と令和元年度会議開催経過等の確認 

（2）彦根市子ども・若者プラン 令和元年度実績および評価について 

（3）特定教育・保育施設等の利用定員の設定と認可について 

（4）その他 

 

4 事務連絡 

 

 

[資料] 

 

資料1  (1)彦根市子ども・若者会議委員名簿 (2)彦根市子ども・若者会議条例 

(3)彦根市子ども・若者会議の役割 

 

資料2  令和元年度（第4回）彦根市子ども・若者会議（書面会議）会議結果 他 

 

資料3  『彦根市子ども・若者プラン』 

(1)令和元年度事業概要  (2)計画目標値・実績値 

(3)施策および事業一覧表 (4)各課目標指標(実績) 

『彦根市子どもの貧困対策計画』 

(5)令和元年度事業概要  (6)事業実績一覧表 

(7)成果指標（目標値・実績値） 

 

資料4  特定教育・保育施設の利用定員の設定と認可について 

 

参考資料 彦根市子ども・若者プラン（第2期・令和2～6年度）概要版 

参考様式 報告書（意見等） 

 

会議録 
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【事務局】 開会のお知らせ等 

 

  

1 あいさつ 【子ども未来部部長】 

 

  

2 委員紹介 

【事務局】 資料 1－(1)を参照 

 新任委員の紹介、欠席委員、会議の成立確認。 

 事務局側出席者 紹介 

資料確認 

 

3 議事 

 

【会長】あいさつ 

 

（1）彦根市子ども・若者会議の概要と令和元年度会議開催経過等の確認 

【事務局】資料1、資料2の説明 

 ※令和元年度第4回会議(書面会議)の追認 ⇒意義等無し『承認いだだく』 

 

 

（2）彦根市子ども・若者プラン 令和元年度実績および評価について 

【事務局】資料3の説明 

 

 

◎上記、議事(1)・(2)に対する質疑応答 

 

(1)議事(1)について   無し 

 

(2)議事(2)について 

 

【会長】 

第1期の「子ども・若者プラン」は平成27年度から始まっており、彦根市の特徴として「子ども・

子育て支援事業計画」の他に、子ども・若者支援を、先程の部長の挨拶にもあったように39歳までを

包括的に支援していくというところが、彦根市独自のものであります。 

また、平成29年度には「子どもの貧困対策計画」ができている。事務局の説明では、「子ども・若

者プラン」の評価と「子どもの貧困対策計画」の評価をしていただいているところ。いろいろな資料

が錯綜しているので非常にややこしいのですが、資料3－(2)が「子ども・若者プラン」の評価をまと

めていただいたもの、資料3－(5)は、「子どもの貧困対策計画」の事業の概要と評価した結果で、そ

こは見やすいかなと思います。全部説明していると大変な時間がかかりますので、事務局も選んで説

明していただきましたが、それぞれの立場でのご意見をいただければと思います。 

私の方から最初に、資料3－(2)「子ども・若者プラン」の実績で、担当課の意見も書いてあり、数

値だけでなく質的な評価につながる非常に大事な部分で分かりやすいのですが、説明の中で達成率が

85.8％に下がった理由がわかれば、事務局から教えていただきたいと思います。 

 

【事務局】回答 

ひとつは、新型コロナウィルス感染症感染拡大による影響があります。新型コロナウイルス感染症

については、本年4月からの影響が非常に大きいのですが、本年年明け頃からも出始めており、2月の

終わり、3月には通常業務が出来ない状況になってきており、3月に実績を積めるところが、そこが出
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来ずに、目標値に至らなかったという点があります。 

また、本市の厳しい財政状況があり、昨年度は事業を精査した予算編成となったことにより、目標

値の達成率が低くなったことにつながっているのではないかと思われます。 

 

 

【会長】 

もう一点、関連してなんですが、例えば、3月ぐらいからコロナ禍の影響はあると思うのですが、

最後、がんばろうというところで、出来なかった一つの例としてひとつ何かあげていただければ、分

かりやすいと思うのですが。 

 

【事務局】回答 

資料3－(2)裏面の、「乳児家庭全戸訪問の訪問割合」に関して、「全数把握に努めたが、転出者や何

度訪問しても出会えない人がいた。また新型コロナウィルス感染症拡大予防のため、訪問を中止した

ことから、89％の訪問実績となった」というところです。 

 

【会長】 

ありがとうございます。それぞれの立場で、ぜひご意見いただければと思います。 

 

【委員】 

資料3－(1) 4ページに「母子健康手帳等の発行時に保健師または助産師が妊婦と面接をし、…要

支援妊婦（155名17.2％）」とありますが、その後のフォローやケアをどのようにされていますか。 

 

【事務局】回答 

子育て世代包括支援センターで、母子手帳を発行する際に、若年の10代の妊婦さんやシングルで結

婚せずに出産される方とか周りに支援者が居ない場合は、地区担当の保健師が定期的に訪問して、無

事に出産されるまでフォローさせていただいてます。 

乳児家庭全戸訪問の後のフォローについては、4か月健診、新生児訪問、子育て支援課につなぐ等

連携もしています。 

 

【委員】 

地域(担当)の保健師さんは何名いますか。どういう形で(配置されて)いますか。 

 

【事務局】回答 

地域担当保健師として、健康推進課に20名程の保健師がいます。だいたい各小学校区に1名の保健

師が訪問して、継続的な支援を行っています。 

 

【会長】 

しっかりとケアされているようですが、コロナ禍によって、例えば新生児訪問に行けない等影響は

ありましたか。 

 

【事務局】回答 

2月までは新生児訪問等も順調にできていましたが、それ以降は事前に新生児訪問希望ハガキをい

ただいてますが、訪問前の電話確認でコロナが怖い等のキャンセルが2割ほどありました。現在も2割

ほどはキャンセルされたり、健診にも来てもらえないことがあります。 

 

【委員】 

資料3－(2)、「放課後児童クラブ受入児童数」100％となっていて、希望者は全て受け入れ出来てい

るから100％かもしれないが、低学年で預けていなくて、高学年になってから預けたいといっても預

かってもらえない。普段は預かってもらってない保護者が、「夏休みだけ預かってもらいたいが、預
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かってもらえない」という声をよく聞きます。そのあたりのフォローはどうなっていますか。 

 

【事務局】回答 

放課後児童クラブについては、1年生から6年生まで全ての希望される方を受け入れさせて頂いてお

ります。春休み・夏休み・冬休み限定などの申し込みについても、全ての学年でここ3～4年は希望者

全て受け入れしています。入れないとご心配されているようであれば、「全員受け入れしている」と

いうことをお伝えいただければと思います。 

 

【委員】 

私の先程の意見は、佐和山小学校で、急激に子どもの人数が増えているところでのもの。昨年度、

保護者から「受け入れてもらえなかった」という話があったということを知っておいていただけたら

と思います。 

 

【会長】 

話が、かみ合っていないのですが、基本的には利用希望者、全てを受け入れされているんですね。 

 

【事務局】回答 

利用申し込みを出していただいている方は必ず全員受け入れをしています。 

 

【委員】 

資料3－(2)裏面「保育所における一時預かり事業の実施」において、「無償化制度の導入で届出を

継続しない園もあり、地域子育て・支援事業の充実が必要」と担当課の意見がありますが、ニーズが

あるけれども届出を継続しない園があることに対して、（事務局の意見等を）お聞きしたい。 

 

【会長】 

園が一時預かり事業を実施していないから、数値も60％になっている。そのあたりの実状を教えて

ほしいということに対して事務局の回答はいかがでしょうか。 

 

【事務局】回答 

令和元年10月から幼児教育の保育の無償化制度が導入されたことに伴い、（それまで実施していた

ところであっても）預かり保育を実施する園は、再度の届出が必要になりました。今まで届出をして

おられた22園についても、「再度、預かり保育を実施するか、しないか」、もう一度届出をいただくこ

とになりました。そこで、『こども園に所属している子どもさんも多くなってきて、保育士さんが不

足していたり』『現場のほうが忙しかったり』など、「しばらくの間は、一時預かりの届出を見送ろう

か」と園の方で、届け出をするかどうかの調整が入りまして、結果（預かり保育を実施する園が）15

園となりました。 

 

【委員】 

そのことは園の事情であって、ニーズがあるので、ここに「地域子育て支援事業の充実が必要」と

書かれています。実情としてニーズはあるけれども、そうやって手を上げない園のところには、そう

いうことが必要と書かれているので、「横断的に連携されているとか、必要」と書かれているという

ことは、そういうふうに対応されているということですか。 

 

【事務局】回答 

保育所での一時預かりが15園ということになります。幼児教育・保育の無償化制度につきましては、

幼稚園の方での一時預かりが開始されることになりました。これにつきましては、保育園で実施させ

ていただいておりまして、彦根市内の幼稚園については預かり保育を実施しているのが現状です。 

 

【会長】 
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ひとつは、無償化によって保育所に入った方がおられるので、一時預かりの人数が少なくなったと

いうこともあるのですか。 

 

【事務局】回答 

まだ園に所属されていない、また待機されている方もいらっしゃいますので、一時預かりの利用者

が少なくなったとは言い切れないと思いますし、ニーズは一定まだあると理解しています。保育所の

申請が15園になったということです。 

 

【会長】 

充実が必要ということのコメントについて、だから、どうされるのかをお願いします。 

 

【事務局】回答 

やはり、保育士の不足等の部分のフォローとして、従来からの保育士フェアとか、高校生による職

場体験があるとか、次の担い手になられる方、また潜在保育士の方は、いったん現場を離れられたけ

ども、再度働きたいという方に継続して働きかけながら、現場の保育士不足を解消したいと考えてい

ます。幼稚園の預かり保育を十分にご活用いただけるように周知等もしていきたいと思います。 

 

【会長】 

かなり、この項目を深堀りしていくと、潜在保育士の確保とか、ほかの問題点とつながってくる難

しい問題でありますが、しかし幼稚園も預かり保育をやっているので、啓蒙とあわせて保育士の確保

もということでお願いします。 

 

【委員】 

平成31年度、2か月半ほど、暫定予算となり、市の事業が止まったことをご記憶されている方もい

ると思います。結論として、さまざまな事業や市の政策等に影響を及ぼしたと記憶しています。「子

ども・若者プラン」の遂行に対してどういう影響がどういった部分があったのか、子若センターとか

逓信サロンとかそういった部分で少しまとめる必要があるのかと思います。 

結果として、2か月半予算が止まって、2か月半自主運営ということで、子若センターをNPO法人の

お金を持ち出して実施した経緯があります。 

必ずそれは検証されるべきものだと思います。ほかの施策に関して存じ上げないこととかがありま

すが、そこにもしかるべき検証等、市全体として影響等のあった事業等、事務局にお願いできないか。 

 

【事務局】回答 

特に子ども・若者課が所管しています「子ども・若者支援事業」は、3つの事業を委託させていた

だいていましたが、昨年度は、当初予算が否決されまして暫定予算にも入らなかったということで、

委員から言われましたように、法人さんのご協力によりまして自主運営していただいてつないでいた

だいたというところです。 

その他の事業につきましては、扶助費や法定の事業ということで、暫定予算の範囲ということで、

予算としてのっかった部分がありまして、特に、影響が大きかったのが「子ども・若者支援」の事業

でした。 

予算の関係で事業がストップした影響につきましては、子ども・若者プランにも記載しております

「子ども・若者支援地域協議会」においても、『事業の検証をしておく必要があるとのではないか』

というご意見をいただいていまして、遅ればせながら受託事業者さんへ照会をかけさせていただいて

回答をいただき、まとめさせていただいているところです。 

数字の実績につきましては、法人さんの方で、2・3か月ご努力いただきましたので、大きな落ちで

はなくて、むしろ、ニーズや利用が増えていってるような状況ではあります。影響調査の回答結果を

見ていると、数字に表れない部分で、かなりの影響を受けたというふうに感じているところでありま

すので、今後、このようなことが起こらないように、事務局・担当課としては考えているところであ

ります。 
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（3）特定教育・保育施設等の利用定員の設定と認可について 

【事務局】資料4の説明 

 

 

◎上記、議事(3)に対する質疑応答 

 

【会長】 

説明に対する意見等はございますでしょうか。 

 

【委員】 

1号・2号・3号認定の意味について教えてください。 

 

【事務局】回答 

資料4－1のイメージを見てください。 

1号認定とは、幼稚園（教育標準時間認定（3～5歳））、 

2号認定とは、保育所（保育認定（3～5歳））、 

3号認定とは、保育所（保育認定（0～2歳））となっています。 

地域型保育給付は3号認定、認定こども園は1号から3号まであります。 

 

 

 

（4）その他 

【事務局】説明 

「令和2年度（第1回）子ども・若者会議への意見等」の様式を添付させていただいています。意見

等ありましたら、ご記入いただき送付いただければ対応させていただきたいと思います。 

 

【会長】 

今日は限られた時間の中で進行しているため、ご意見等ございましたら提出のほうお願いします。

書式については問いませんね。 

 

【事務局】回答 

はい。 

 

 

 

 

4 事務連絡 

 

【事務局】説明 

次回は令和2年度3月末頃の開催予定をしています。その時期が近づきましたら、委員の皆さまに日

程調整させていただきますのでよろしくお願いします。 

本日は長時間ありがとうございました。 

  

 

（終了） 

 

 


